第61回甲州市ふるさと武田勝頼公まつり　出店申請手続きについて
【まつりの概要】
実施日時：令和8年4月26日（日）※雨天決行
午前10時３０分～午後3時３０分
場所：旧大和中学校（甲州市大和町1643番地） 
催しもの：特設ステージ（地元団体の出演、メインゲスト等）、勝頼公軍団出演絵巻

【出店資格、出店料、出店場所等】
別紙の出店要綱をご確認ください。

【申請書類】
申請書類に不足がある場合、受理ができませんのでご注意ください。
	チェック
	番号
	申請書類名
	備　考

	□
必須
	①
	出店申請書
	出店の目的、販売品目及び価格をなるべく具体的に記入してください。

	□
	②
	保健所への相談書（提供食品の概要）
	・食品の取り扱いを希望する場合、提出が必要です。
・事務局で取りまとめ、一括で峡東保健所へ提出いたします。

	□
必須
	③
	出店平面図
	出店区画内における机、ガス、冷蔵設備、発電機、消火器などの配置を記入してください。

	□
	④
	食品衛生法に基づく営業施設許可証のコピー
	・提供する食品が既製品でない場合（事前に仕込み等食品に手を加える場合）、仕込み場所の許可書の提出が必要です。
・キッチンカーで出店する場合は、キッチンカーの許可書の提出が必要です。

	□
必須
	⑤
	出店従業者名簿、顔写真付き身分証明書のコピー
(当日の従事者全員分)
	・昨今の暴力団抗争の影響により、警察への情報の照会が必要となりますので、申請書と共に顔写真付き身分証明書のコピー、出店従業者名簿の提出をお願いいたします。

	□
必須
	➅
	誓約書

	暴力団関係者でない旨の誓約書です。

	□
必須
	⑦
	提出書類チェックリスト
	



【申請期間】
2月27日(金)17：00まで

【申請場所】※FAXによる申請は不可
甲州市ふるさと武田勝頼公まつり実行委員会事務局（甲州市役所観光商工課内）
〒404－8501 甲州市塩山上於曽1085－1

【その他】
別添の出店要綱をご確認いただき、食品の取扱いにあたっては、別添「イベント等における食品取扱いの指導指針」に記載されている内容を遵守していただくようお願いいたします。

不明な点がありましたら下記事務局までお問い合わせください。◇事務局
甲州市ふるさと武田勝頼公まつり実行委員会事務局
〒404－8501 甲州市塩山上於曽1085－1
（甲州市役所観光商工課内　企画・交流担当）
電話：0553－32－1000

